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訪日外国人数、在留外国人数等 
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出典：法務省入国管理局報道資料より作成 

国籍・地域（主な使用言語） 総数(構成比(％)) 
中国（中国語） 647,230（31.6） 
韓国・朝鮮（韓国・朝鮮語） 526,575（25.7） 
フィリピン（フィリピン語、英語） 206,769（10.1） 
ブラジル（ポルトガル語） 185,644 （ 9.1） 
ベトナム（ベトナム語） 61,920 （ 3.0） 
米国（英語） 49,216 （ 2.4） 
ペルー（スペイン語） 48,979 （ 2.4） 
タイ（タイ語） 40,699 （ 2.0） 
台湾（中国語） 29,466 （ 1.4） 
ネパール（ネパール語） 27,584 （ 1.3） 
合計 2,049,123 

在留外国人数（平成25年６月末） 
国籍・地域（主な使用言語） 総数（構成比(％)） 
韓国（韓国・朝鮮語） 2,456,100（23.7） 
台湾（中国語） 2,210,800（21.3） 
中国（中国語） 1,314,500（12.7） 
米国（英語） 799,200 （ 7.7） 
香港（中国語） 745,800 （ 7.2） 
タイ（タイ語） 453,600 （ 4.4） 
豪州（英語） 244,600 （ 2.4） 
英国（英語） 191,900 （ 1.9） 
シンガポール（中国語、英語） 189,200 （ 1.8） 
マレーシア（マレーシア語） 176,500 （ 1.7） 
合計  10,363,900 

訪日外国人数（平成25年） 

出典：(独)国際観光振興機構報道資料より作成 

関連参考① 

国連公用語 
アラビア語 
中国語 
英語 
フランス語 
ロシア語 
スペイン語 

母語 人口(100万人) 母語 人口(100万人) 
中国語 885 ポルトガル語 175 
英語 400 ロシア語 170 
スペイン語 332 ベンガル語 168 
ヒンディー語 236 日本語 125 
アラビア語 200 ドイツ語 100 

世界の母語人口 

出典：文部科学省 中央教育審議会 外国語専門部会 配布資料より作成 
（The Penguin FACTFINDER(2005)） 
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訪日外国人数、在留外国人数の推移 
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関連参考① 

5,286,310 

6,137,905 

8,346,969 
8,611,175 

10,364,000 

出典：(独)国際観光振興機構報道資料より作成 

訪日外国人数の推移 

1,778,462 
1,863,870 

2,069,065 2,087,261 
2,049,123 

在留外国人数の推移 

出典：法務省入国管理局報道資料より作成 

（参考） 



多言語字幕サービスにおける放送法の適用等 
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○ ハイブリッドキャストによる多言語字幕サービスに関し、放送波による放送サービス部分に
は訂正放送の義務など放送法が適用される。この点、通信回線による多言語字幕サービス部分
には、放送法の適用はない。 

関連参考② 

※ 「これまでに放送が果たしてきた役割を踏まえ、「放送連動型アプリ」を通じて、視聴者に対して
安全・安心にサービスが提供されていくこと。」 

放送事業者 

放送波による放送番組 
 ⇒ 放送法の適用 

  インターネット 

多言語字幕アプリ提供者 

スマートテレビ 

The game began. 

通信回線による多言語字幕サービス 
 ⇒ 放送法の適用なし 

○ スマートテレビについて、放送サービスの高度化に関する検討会とりまとめ（平成25年6月
11日）において、「視聴者の安全・安心の確保」※等の基本理念が掲げられ、これらに基づく
原則と要求条件が整理されたところ。こうしたことを踏まえてIPTVフォーラムにおいて技術
仕様が策定され、安全・安心の確保のため、「次世代スマートテレビ推進センター」が設置さ
れたところ。 

映像・音声 多言語字幕 
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